
厚生労働大臣が定めた告示上の基準の額 

【基本料金】 （小規模多機能型居宅介護事業所ひうの家      令和8年6月１日 現在） 

介護予防小規模多機能型居宅介護                      単位【円】 

介  護  度  区  分 利 用 料 

要支援 １（1月につき） ３，４５０ 

 要支援 ２（1月につき） ６，９７２ 

小規模多機能型居宅介護単位                        単位【円】 

介 護 度 区 分 利 用 料 

要介護 １（１月につき） １０，４５８ 

要介護 ２（１月につき） １５，３７０ 

要介護 ３（１月につき） ２２，３５９ 

要介護 ４（１月につき） ２４，６７７ 

要介護 ５（１月につき） ２７，２０９ 

小規模多機能型居宅介護加算(介護予防 * 印の加算は除く)単位        単位【円】 

加 算  区  分 利 用 料 

初期加算 ３０×３０／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０／月 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） １，２００／月 

訪問体制強化加算 * １，０００／月 

 認知症加算（Ⅲ）* ７６０／月 

 認知症加算（Ⅳ）* ４６０／月 

 看護職員配置加算（Ⅰ）* ９００／月 

 科学的介護推進体制加算 ４０／月 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 所定単位数×１８．６％ 

中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数×１０％ 

 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００／月 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００／月 

 若年性認知症利用者受入加算 介護  ８００／月 

 若年性認知症利用者受入加算 予防 ４５０／月 

 看取り連携体制加算 * ６４／日 

 口腔・栄養スクリーニング加算 ２０／回 

 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００／日 

  

  

介護保険外の費用 

食事に要する費用（食材料費および調理費）  朝食６００円 

 昼食７００円 

 夕食７００円 

  おやつ代               通所１回利用につき１００円 

宿泊費              一夜につき２，５００円 


